
○島本町介護予防・日常生活支援総合事業における第１号 事

業を行う者の指定等に関する規則  

平成２９年２月２７日  

規則第７号  

改正  令和４年３月３１日規則第２１ 号  

令和４年１０月１１日規則第３６号  

（趣旨）  

第１条  この 規 則は、介 護保 険 法（平成 ９年 法 律第１２ ３号 。以

下「法」という。）及び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省

令第３６号。第４条において「省令」という。）に定めるものの

ほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第１号事業を行

う者の指定（以下「指定」という。）等に関し必要な事項を定め

るものとする。  

（指定の申請等）  

第２条  法第 １ １５条の ４５ の ５第１項 の申 請 は、島本 町介 護予

防・日常生活支援総合事業指定事業者（第１号事業者）指定申請

書（様式第１号）に町長が必要と認める書類を添付して行うもの

とする。  

２  町長 は、 前 項の申請 があ っ た場合は 、そ の 内容を審 査し て指

定の可否を決定し、指 定をすることと決定したときは、島本町介

護予防・日常生活支援総合事業指定事業者（第１号事業者）指定

通知書（様式第２号）により当該申請をした者に通知するものと

する。  



（指定の更新の申請等）  

第３条  法第 １ １５条の ４５ の ６第１項 の規 定 によ る指 定の 更新

の 申 請 は 、 島 本 町 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 指 定 事 業 者

（第１号事業者）指定 更新申請書（様式第３号）に町長が必要と

認める書類を添付して行うものとする。  

２  町長 は、 前 項の申請 があ っ た場合は 、そ の 内容を審 査し て指

定 の 更 新 の 可 否 を 決 定 し 、 指 定 の 更 新 を す る こ と と 決 定 し た と

きは、島本町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者（第１

号事業者）指定更新通知書（様式第４号）により当該申請をした

者に通知するものとする。  

（指定の有効期間）  

第４条  省令 第 １４０条 の６ ３ の７の規 定に よ り町が定 める 指定

の有効期間は、 指定の 日から起算して６年とする。  

（指定等の拒否）  

第５条  町長 は 、法第１ １５ 条 の４５の ５第 ２ 項（法第 １１ ５条

の４５の６第４項において準用する場合を含む。）の規定による

もののほか、指定又は指定の更新（以下「指定等」という。）を

す る こ と に よ り 島 本 町 介 護 保 険 事 業 計 画 （ 法 第 １ １ ７ 条 第 １ 項

に規定する市町村介護保険事業計画をいう。）に定める地域支援

事 業 に 係 る 計 画 量 を 超 過 す る 場 合 そ の 他 町 に お け る 地 域 支 援 事

業 の 円 滑 か つ 適 切 な 実 施 に 支 障 が 生 ず る 場 合 に お い て は 、 当 該

事業者の指定等をしないことができる。  

（変更の届出）  



第６条  指定 等 を受けた 者は 、 当該指定 等を 受 けた事項 に変 更が

あ っ た と き は 、 当 該 変 更 が あ っ た 日 か ら １ ０ 日 以 内 に 島 本 町 介

護予防・日常生活支援総合事業指定事業者（第１号事業者）変更

届出書（様式第５号）に変更後の内容が分かる書類を添付して町

長に届け出なければならない。  

（廃止、休止又は再開の届出）  

第７条  指定 等 を受けた 者は 、 当該指定 に係 る 事業を廃 止し 、又

は 休 止 し よ う と す る と き は 、 当 該 廃 止 又 は 休 止 の 日 の １ か 月 前

までに、島本町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者（第

１号事業者）廃止・休止届出書（様式第６号）により町長に届 け

出なければならない。  

２  前項 の規 定 により事 業を 休 止してい た者 が 、その事 業を 再開

する場合は、島本町介護予防・日常生活支援総合事業（第１号事

業者）再開届出書（様式第７号）に町長が必要と認める書類を添

付して届け出なければならない。  

（事業者情報の公表及び提供）  

第８条  町長 は 、指定等 をし た とき又は 第６ 条 若しくは 前条 の規

定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、 当 該 指 定 等 又 は 届 出 に 係 る 事 業

者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、大

阪 府 、 大 阪 府 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 そ の 他 の 関 係 機 関 に 提 供

することができる。  

⑴  事業所の名称及び所在地  

⑵  事 業 所 の 指 定 等 に 係 る 申 請 者 の 名 称 及 び 主 た る 事 務 所 の 所



在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名  

⑶  指定年月日又は指定更新年月日  

⑷  事業開始年月日  

⑸  運営規程  

⑹  介護保険事業所番号  

⑺  前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項  

（その他）  

第９条  この 規 則に定め るも の のほか、 指定 等 に関し必 要な 事項

は、町長が別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

（準備行為）  

２  この 規則 に 定める指 定に 関 する手続 につ い ては、こ の規 則の

施行前においても行うことができる。  

（経過措置）  

３  訪問 介護 相 当サービ ス又 は 通所介護 相当 サ ービスを 行う 者の

指 定 を す る 場 合 で あ っ て 、 当 該 指 定 の 日 が 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ３ １

日以前の日であるときは、第４条の規定にかかわらず、当該指定

の 有 効 期 間 は 、 当 該 指 定 の 日 か ら 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の

期間（同年４月１日以後においては、６年）とする。  

附  則（令和４年３月３１日規則第２１号）  

この規則は、令和４年４月１日から施行する。  



附  則（令和４年１０月１１日規則第３６号 ）  

この規則は、公布の日から施行する。  



 



 



 



 



 



 



 


